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２０２３年度事業計画及び収支予算について 

 

 １．安全の確保 

 （１）日本財団助成事業 

   ２０２３年度の日本財団の安全衛生関係の助成事業は以下を計画している。 

   継続事業として、アドバイザー相談会を主とする「安全管理者に対する危険排除のノウ 

  ハウ等の伝承」、造船現場の災害発生の状態・状況を分かり易く学べる「労働災害バーチャ 

  ルリアリティー体験教育」を申請し、日本財団より２月２４日に内示の提示を受けた。 

 

  1) 安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承（継続） 

   ① 安全衛生アドバイザー相談会（１２ヵ所計画） 

    ２００７年度から実施している継続事業。日造協安全衛生アドバイザーを派遣し、労 

   災防止や災害時の対処方法、労働災害発生を予防する指導相談などを行い、幅広い分野 

   において企業の安全管理者等を支援していく。 

 

   ② 徒弟制度 

    将来の日造協安全衛生アドバイザーを養成するプログラム(徒弟制度)を実施する。本 

   プログラムに参加する受講生の半数以上が元請の安全スタッフとなっている。現在まで 

   に８名の受講者が同プログラムを修了し認定アドバイザーとなり、当連合会の安全衛生 

   事業の講師(アドバイザー)としての活躍が期待されている。 

    ２０２３年度は、動画やリアルタイム配信などを利用した eラーニング等の遠隔教育 

   などを積極的に活用し、引き続き安全管理者の育成に貢献していく。 

    事業費 １，７５５万円（内 助成金１，４０４万円） 

 

  2) 労働災害バーチャルリアリティー体験教育（継続） 

   ２０２０年度に新バージョンとなった出張・体験型教育の４シリーズ目で、継続事業４ 

  年目となる。２０２３年度は造船業に特化した４作目のバーチャルリアリティー（以下、 

  VR）コンテンツ「爆発火災編」を追加し内容を充実させる。具体的には造船業の現場を 

  VR でリアルに再現したオリジナルコンテンツにより、様々な造船現場に従事する作業者 

  に対して、災害からの回避術の修得と、災害に繋がる行動の抑制を図るため、仮想災害を 

  受講者に体験させる。 

   なお、労働安全衛生関係法令の改正等により、取扱の変化が著しい安全衛生保護具の体 

  験教育についても引き続き実施する。 

    事業費 ３，９５０万円（内 助成金３，１６０万円） 
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 （２）労働災害防止事業（自主事業） 

   自主事業は日本財団助成事業以外の「会員向け事業」と「公益目的支出計画に基づいた 

  事業」を共済掛金・会費を財源とし計画・実施する。 

 

  1) 安全講習会、危険予知訓練、安全衛生指導、メンタルヘルス講習会、熱中症予防管理者 

   教育などの座学講習を引続き実施する。 

 

  2) 労働安全衛生法に基づく資格を取得できる以下の特別教育等を、会員等の要望を受け実 

   施する。 

    ①アーク溶接等業務に係る特別教育 

    ②石綿使用建築物解体等業務特別教育 

    ③粉じん作業に係る特別教育 

    ④酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 

    ⑤職長・安全衛生責任者教育 

    ⑥振動工具の取扱作業従事者教育 

    ⑦リスクアセスメント担当者研修 

    ⑧安全管理者選任時研修 

    ⑨足場組立等の特別教育 

    ⑩低圧電気取扱い業務特別教育設備 

    ⑪有機溶剤業務従事者安全衛生教育 

    ⑫防じんマスク・防毒マスクの保護具着用管理選任者教育 

    ⑬フルハーネス型安全帯使用作業に係る特別教育 

    ⑭自由研削砥石特別教育 

    ⑮職長・安全衛生責任者能力向上教育 

    ⑯ガス溶接作業主任者能力向上教育 

 

  3) フィットテストの実施義務付けに関する事業 

   金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは発がん性が認められ、神経機能障害 

  を発生させることから、法令改正により１年以内ごとに１回、フィットテストの実施が義 

  務付けられた。これが２０２３年４月１日全面施行となるため、会員向けに支援事業を展 

  開していく。 

 

  4) 熱中症対策事業 

   造船現場で計測した温度を熱中症の専門学会で分析した内容を取入れ、業界に熱中症対 

  策を具体的に提案する。 

 

  5) 墜落制止用器具(新規格対応胴ベルト型を含む)の導入に係る事業 

 

  6) 腰痛予防ストレッチ講習会の実施 

 

  7) 外国人技能実習生や外国人就労者に対する安全衛生講習会の企画・実施 
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   また、一般社団法人として公益目的支出計画に基づく継続事業（造船協力事業者従業員 

  の技能の向上及び安全衛生の確保に関する教育・訓練）の検討を併せて行う。 

 

 （３）講習会等開催事業等（自主事業） 

   会員以外が参加できる、有料講習会の実施。また、会員入会促進として、未加入事業所 

  等に対し講習会等の事業のデモンストレーションを実施する。 

 

 （４）安全衛生資料の作成・提案（自主事業） 

  1) 労働災害防止活動に役立つ資料を作成・配布し、ホームページ等に掲載を行う。 

  2) 機関紙「日造協」に掲載中の「安全まんが」について、「あぶないよリスくん」を継続 

   掲載する。 

 

   また、会員のニーズに合わせた新規事業の検討や実施、新規会員促進のために安全衛生 

  事業などを試行するとともに、会員以外からの要望による有料講習など、事業計画に影響 

  の無い範囲で提供する。 

 

 ２．安心の確保 

 （１）労災補償共済事業 

  1) 加入事業所数及び登録者数 

   造船業を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、受注量に伴い登録者数が減少して 

  いるため、引き続き、共済制度の充実強化を図り、加入事業所数の増加を促進する。 

 
加入 

事業所数 

月当たりの登録者数 (名) 

3000 

万円口 

2000 

万円口 

1500 

万円口 

1000 

万円口 

500 

万円口 
合計 

2023年度計画 610 3,320 5,300 1,300 2,580 1,500 14,000 

2023.4現在 579 2,999 5,028 1,330 2,536 1,568 13,461 

 

  2) 共済金の給付 

   ２０２１年度及び、２０２３年３月末までの共済金給付について、死亡災害１件、後遺 

  障害５件に対して給付を行い、また、死亡災害１件について未払給付金を計上した。 

   ２０２３年度は、以下のとおり共済給付金を予算計上したい。 

 共済金給付額 

２０２３年度計画 ２０２２年度計画 

３０００万円口 １件 ３，０００万円 １件 ３，０００万円 

２０００万円口 １件 ２，０００万円 ２件 ４，０００万円 

１５００万円口 ０件  ０件  

１０００万円口 １件 １，０００万円 １件 １，０００万円 

 ５００万円口 １件 ５００万円 １件 ５００万円 

合 計 ４件 ６，５００万円 ５件 ８，５００万円 
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  3) 共済業務委託費 

   補償の対象者の登録、登録抹消、共済掛金の送金、共済金の給付請求等に関する手続き 

  など、会員事務局に共済業務の一部を委託している。 

   なお、共済業務委託費について、従前は前年度の受取共済掛金額(見込額)の２０％を予 

  算計上していたところ、２０１９年度から２０２１年度の３年間は一時的措置として２２ 

  ％を予算計上してきたが、理事会の承認を得てさらに２年間延長することとなったので、 

  ２０２３年度も同様の２２％で予算計上する。 

 

 （２）団体災害補償制度（ＡＩＧ上乗せ保険） 

   保険料２０％割引となる契約数１００社以上の維持、加入促進を図る。 

   （３月末現在１００社） 

 

 ３．経営基盤の強化 

 （１）日本財団助成事業 

   基盤整備事業の申請について、日本財団より２月２４日に内示の提示を受けた。 

   また、２０２１年度まで日本財団助成事業で実施していた造船協力事業者の人材確保に

係る事業について、後継事業として新規で申請していた「造船職種動画の活用による職業

理解促進と人材確保」は不採択となった。 

 

  1) 基盤整備 

   ２０２３年度の基盤整備については、５，０６０万円(５名分)に助成事業費総額の２０％ 

  をプラスした額となっている。 

    事業費 ６，２０１万円（内 助成金６，２０１万円） 
 

 （２）日本財団貸付事業 

    造船関係事業資金貸付 
 

 （３）調査研究 

    実態調査、税制に関する調査・要望、新規会員加入促進 
 

 （４）広報関係 

    機関紙発行、合同記者会見(業界誌)、ホームページ 

 

 （５）表彰関係 

 

 （６）政策研究委員会 

    人材確保事業、高齢者(熟練技能者)の活用 

    労働環境向上委員会の役割の委任と労働環境向上推進員の就任（厚労省補助金関係） 

 

 （７）情報交換 

    支部長会議、企画部会、会員交流会、業界情報等の提供 
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 （８) 造船関連企業の人材の確保、流動化、育成 

 

 （９) 協力機関(支部)交付金 

 

 （10）雇用・労務に関する調査指導、説明会等の提案・実施 

    現在の人材確保事業に加え、厚生労働省の補助金等を活用して地域毎に動画作成、 

   SNS等で発信し、業界のPR活動等を継続的に実施する。 

 

 （11）外国人技能実習生制度に関する情報提供、技能実習責任者等の講習会の開催等 

 

 （12）総会講演会 

    新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、２０２３年度は実施しないこととしたい。 

 

４．技術・品質の向上 

 （１）地域研修センターによる技能者育成事業（地域研修センター意見情報交換会） 

 

 （２）先進国型シップリサイクル 

 

 （３）塗装技術の向上（塗装部会） 

 

 （４）講習会開催事業等 

 

 （５）保護具等の購入あっせん 


